
税金学習会 開催のご案内 
※1月30日（日）に開催を予定し中止したものを、再度日程を設けて開催いたします 

2023年10月から≪適格請求書等保存方式（インボイス制度）≫が導入されます。税率

ごとに区分経理した帳簿、請求書には適格請求書発行事業者であることを表す『登録番

号』や『税率ごとの消費税額』の記載が求められます。 

このインボイス制度の導入により、免税事業者が取引から排除される懸念や課税事業

者の消費税納税額が増大する可能性が指摘されています。さらには、このインボイス制

度についてまだまだ知らない方が多い状況にも関わらず、導入に向けて準備は着々と進

んでいます。組合では実施の見直しや導入の延期を訴えて続けていますが、並行して制

度開始に伴う準備と対応も私たちには求められています。 

そのため、この度、全国建設労働組合総連合（全建総連）の税金対策部長を講師として

お招きし、「適格請求書等保存方式（インボイス制度）の仕組みと対応」について講演して

いただきます。この学習会の参加をご希望される方は、この用紙下段の参加申込書に必

要事項を記入の上、組合へご提出ください。 
 

【日時】 2022年4月17日(日) 9時30分～11時45分 
 

【場所】  神戸市勤労会館 405・406 ［神戸市中央区雲井通5-1-12］ 
 

【内容】  講演「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の 

                    仕組みと対応について」 

講師：西 雅史さん／全国建設労働組合総連合・税金対策部長 
 

【対象者】  組合員及び家族 
 

【定員】  60人(先着順) 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、収容人数(120人)の50％です 
 

【締切】  2022年4月8日(金)まで ※定員になり次第、締め切ります 
 
 

◆参加ご希望の方は申込書をご記入の上、組合へFAX・郵送またはご持参ください 
 
 
 

参加申込書 
 

組合員氏名                
 

当日の参加者氏名                      
 

当日の参加人数     人 
 

当日の連絡先                
 

神戸土木建築労働組合 税金対策部 


